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 本文書は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号）

第３条第１項第４号の規定による確認（いわゆる中間物等の事前確認）を受けるための手

続を行う予定の製造・輸入者の方々に対して、申出手続が適切かつ円滑に行われ、申出後

の確認が効率的に行われるよう、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令

（昭和４９年厚生省・通商産業省令第１号）第３条で規定される様式による申出書及び確

認書の記載例（様式第６及び様式第７（いわゆる輸出専用品の例））を示したものです。 

 申出を行うに当たっては、これらの記載例を参考に本制度の趣旨を踏まえて提出書類を

作成してください。 

 なお、本文書で示す記載例は、あくまで提出書類を作成する際の要領を例示したもので

すので、添付する書面等の内容や記載の仕方については、申出を行う新規化学物質やその

取扱方法を踏まえて、確認に必要な情報が含まれるよう実態に応じて変更するようにして

ください。 

 

 


